
消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

委託料

扶助費

関連するＳＤＧｓゴール　　

実績情報

各評価項目を踏まえた
総合的評価

　区は、高齢者総合相談センターや医療機関と連携し、認知症事業を効率的に実施している。一方で、
普及啓発における認知症サポーター養成人数の伸び悩みや、早期発見・早期支援におけるもの忘れ予防
健診の受診率が目標を下回っている。また、高齢者徘徊対策についても、おでかけあんしん事業の認知
が十分に進んでおらず、登録件数は目標に達していないことから、今後は、事業効果の更なる向上に向
け、より効果的な周知方法等の工夫が必要である。

今後に向けた
所管課の見解

　認知症に関する正しい理解を区民に浸透させ、認知症サポーター養成講座の受講促進を図り、サポー
ター養成人数の増加につなげていく。もの忘れ予防健診については、早期発見・早期支援の効果をより
一層周知し、受診率の向上を図っていく。おでかけあんしん事業については、認知度が低いことを踏ま
え、事業を必要とする方に情報が届くよう周知方法を工夫し、事業効果の向上を図っていく。

別紙参照

17 実施手段 〇

―

10.2

令和８年度

1,250

令和８年度

36

8.7

15 陸上資源 16 平和

実績 987

13 気候変動 14 海洋資源

おでかけあんしん事業
登録件数

11 都市 12 生産消費9 産業 10 不平等7 エネルギー 8 経済

3 保健 〇 4 教育 〇1 貧困 〇 2 飢餓

― 件

―
実績 140 145 169

目
標

1,0301,010

― ― ―
実績
目標

8.1 8.3

10.0

目標 1,376 1,050 1,150

― ―

―

実績 26

目標
との

乖離の
考察

　認知症サポーター養成講座は、令和６年度と比較して開催回数は３回増加したものの、受講者数は120人減少している。主な要因として
は、公募講座において受講者数が定員に達していないこと等が考えられる。
　もの忘れ予防健診の受診率は、目標を下回っているものの、年々増加している。一方で、対象者全員に受診票を送付し、受診勧奨を実施
しているにもかかわらず受診率の伸びが限定的である背景には、認知症に関する正しい理解が十分に浸透しておらず、早期発見・早期支援
の必要性が十分に認識されていない可能性が考えられる。
　おでかけあんしん事業の登録件数は、目標を下回るものの年々増加している。一方で、事業の周知が十分とは言えず、「84.3％が事業を
知らない」との調査結果もあることから、事業を必要とする方に情報が届いていない可能性があることが考えられる。（葛飾区「認知症に
関する意識・意向調査報告書」より引用）

【参考】
子ども向
け調査

― ― ― 実績 ―

おでかけあんしん事業
コールセンター受付件数

― 件
目標 ―

―

実績 2,673 2,267

41

94

―

令和７年度

―

人

もの忘れ予防健診
受診率

一次健診受診者数
／対象者数

％
目標 9.9

認知症サポーター
養成講座開催回数

― 回
目標 84 84

3,327

84

4,400

成果・評価指標

指標 指標の根拠 単位

3,445

目標
・

実績
―

10.1

区分 令和５年度

一次健診受診者数

令和６年度

人
目標 4,356 4,400

実績

令和８年度　葛飾区行政評価委員会評価表

所管課による自己評価

事業名 認知症事業の充実
担当部 福祉部

4,400

活動指標

3,329
84

○

担当課 高齢者支援課

基本情報

施策 高齢者要介護・自立支援

事業の目的
　認知症高齢者や家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにすることを目的として、地域
全体で認知症の方を支える仕組みを含め、認知症の方や家族を支援していく体制を強化する。

令和７年度

もの忘れ予防健診
受診者数

政策
番号

6 政策

　執行額は、令和６年度から令和７年度にかけて2,296,094円増加している。主な要因として、「おで
かけあんしん事業シール」の在庫補充に伴う増刷による印刷製本費の増、郵送料金の改定に伴う「もの
忘れ予防健診受診券」発送に係る通信運搬費の増、「もの忘れ予防健診」の封入・封緘業務委託におけ
る単価上昇による委託料の増が挙げられる。

高齢者支援
施策
番号

3

指標 指標の根拠 単位

　もの忘れ予防健診の受診率は目標に至っておらず、また、おでかけあんしん事業についても認
知度が十分とはいえない状況にある。このため、事業効果の更なる向上に向け、認知症に関する
正しい理解に基づいた効果的な周知方法等の工夫が必要である。

423,000 429,000

　葛飾区では今後、認知症高齢者（MCI含む）の増加が見込まれ、認知症事業の必要性は今後も
高まると考えられる。認知症高齢者数推計 令和7年 32,492人 ⇒ 令和17年度 33,800人（葛飾区
認知症施策推進計画から引用）。また、もの忘れ予防健診は認知症の早期発見・早期支援の観点
から、高齢者徘徊対策は認知症のある方及びその家族の安心・安全な生活の観点から重要であ
り、区が福祉サービスとして実施する必要性は高い。

効率性 ○

　認知症サポーター養成講座は、地域の身近な認知症に関する相談窓口である高齢者総合相談セ
ンターに委託して実施していることで、受講したサポーターを地域での認知症支援につなげやす
くなっており、今後、チームオレンジへの参加も期待できる。もの忘れ予防健診は、医師会と連
携し、地域の身近な医療機関へ委託して実施していることから、その後の継続的な支援にもつな
げられるため、効率的に実施できていると考える。

必要性

有効性 △

予算及び決算状況

内訳 令和５年度 令和６年度 令和７年度 経費の主な内訳

※単位は円単位

19,503,000 20,407,000

91

②補正予算 0 0 0

19,503,000

①当初予算 19,401,000

③繰越予算

実績 94

0 0 0

20,407,000小計（①+②+③+④） 19,401,000

一般財源 2,157,000 1,994,000

予算
財源 都支出金 16,111,000 16,360,000

④流用等

予算

0

2,604,000
国庫支出金 710,000 720,000 674,000 地域支援事業交付金

16,726,000
その他

決算

認知症サポート検診事業補助金等

⑤執行額 18,512,543 15,738,998 18,035,092

保険料403,000

（

内
訳
）

報償費 80,000 80,000 34,000

5,369,403 5,079,144 6,311,229

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償

478,147 371,635 138,795 認知症サポーター養成講座教材等

1,427,360 451,000 1,160,214 おでかけあんしん事業シール印刷等

もの忘れ予防健診受診券送付等

1,808,359 1,882,993 1,913,969 おでかけあんしん事業保険保険料

9,333,434 7,869,276 8,466,985 もの忘れ予防健診委託料等

4,950 9,900 徘徊高齢者位置探索サービス助成15,840

5 ジェンダー 6
⑥間接額 583,000

実績数値(⑨)

6,058,000 352,000

業務量（人） 2.50 1.40
21,320,000

総コスト⑧＝(⑤+⑥+⑦) 38,345,543 32,716,998

⑦人件費
2.60

19,250,000

令和６年度項目 令和７年度単
位
あ
た

り
コ
ス
ト

水

単位あたりコスト（⑧/⑨)

39,707,092

令和５年度

10,920,000

認知症サポーター
養成人数

― 人
目標 ―

0

決算増減の
主な理由

単位の定義 もの忘れ予防健診

0

2,147

―

区分 令和５年度 令和６年度

実施内容

１　認知症の普及啓発
　幅広い世代に対して認知症に対する正しい理解を広めるため、認知症サポーター養成講座等を実施する。
２　認知症の早期発見・早期支援
　医療機関との連携を図り認知症を早期に発見し、適切な支援につなげるため、もの忘れ予防健診や認知症初期集中支援チーム事業
等を実施する。
３　認知症高齢者徘徊対策
　認知症により徘徊する方を早期に発見し、保護することで高齢者の身体・生命の安全を守るとともに、万が一の事故等に備え家族
の安心につなげるため、おでかけあんしん事業等を実施する。
４　葛飾区版チームオレンジ設置に向けた検討
　認知症サポーターや地域の支援機関等がチームをつくり、認知症のある方やその家族を支援する仕組みである「チームオレンジ」
設置に向けて検討を進めている。
※令和７年度末に「葛飾区認知症施策推進計画」を策定。令和８年度からは「葛飾区認知症施策推進計画」に基づき、認知症施策を
総合的かつ計画的に推進している。

健診の結果、認知症の疑いが
発見された人数

目標
・

実績

目
標

別紙１



もの忘れ予防健診
単位（円）

令和５年度 令和６年度 令和７年度

消耗品費 ラミネートフィルム外 0 0 3,778

印刷製本費 もの忘れ予防情報誌の印刷 140,800 130,900 138,600

通信運搬費 受診券等郵送費 5,237,070 4,929,200 6,159,388

委託料 健診委託料、受診券等印刷・封入封緘委託、介護予防
手帳兼健康長寿手帳の作成等委託 7,117,484 6,748,541 7,370,065

3,995,734 3,632,993 4,275,961

16,491,088 15,441,634 17,947,792

単位（人）

3,445 3,327 3,329

単位（円/人）

4,787 4,641 5,391

実数数値【もの忘れ予防健診受診者数】（B）

単位当たりコスト（A/B）

年度

決算 認知症対策事業経費（もの忘れ予防健診経費）

人件費

総コスト（A）







 
 
  認知症のご家族の徘徊にお困りの方へ 

葛飾区 

  

見 本 

ひとりで外出して自宅に帰れなく

なったとき、シールを手がかりに

ご家族等に連絡することで早期帰

宅へつなげます。 

おでかけあんしん事業登録者の方が

鉄道事故等を発生させ、ご家族が 

損害賠償責任を負うことになっ

た場合等に補償される保険です。 

無料 



 
 
  
対象となる方の氏名・住所や緊急連絡先を２４時間対応のコールセンターに登録するとともに、登

録番号とコールセンターの電話番号を記載した「おでかけあんしんシール」を配付します。靴など身

に着けるものに貼り、対象となる方が警察等に保護されたときに、シールを手がかりにコールセンタ

ーへ連絡して身元や緊急連絡先を照会し、ご家族等に連絡することで早期の帰宅へつなげます。 

 

認知症による徘徊に起因する鉄道事故等を発生させ、 

ご家族が損害賠償責任を負うことになった 

場合等に補償される保険です。保険料は区が負担します。 

 

区役所に届出書を提出してください。 

※届出について詳しくは裏面をご覧ください。 

見 本 

おでかけあんしんシール 

登録番号 

ひとりにひとつ 

コールセンターの電話番号 

※実際の番号とは異なります 

おでかけあんしんシールを配付します 

おでかけあんしんシールはアイロン不要で 

なんでも貼ることができます。 

くつ 
つえ 

携帯電話 

財布 

シルバーカー 

自転車 

ベルト    など 

 

外出するときによく身に着けるものに 

シールを貼ってください。 

おでかけあんしん事業登録者 

個人賠償責任補償 ＜補償金額 最大５億円＞ 

認知症による徘徊に起因する事故により、第三者の身体の傷害及び財物の損壊に

係る損害賠償責任補償並びに鉄道事故に係る賠償責任補償 

例）線路に立ち入って電車を止めてしまい、遅延・運休を伴う営業損害賠償請求を

家族が受けた場合 

傷害の補償  ＜補償金額 最大 50 万円(後遺障害については程度により２～50 万円)＞ 

認知症による徘徊時に負った傷害等に起因する交通事故等に係る死亡や後遺障害 

被害者死亡時の見舞い費用  ＜補償金額 15 万円＞ 

認知症による徘徊に起因する偶発的な事故により第三者を怪我させ、被害者がその事故を 

直接的な原因として死亡した場合 

被保険者 

補償内容 

（実物大） オススメ 

 



 
  

・保険のみの加入はできません。 

・保険の加入を希望しない方は、おでかけあんしんシールのみの配付も可能です。 

・事故が発生したときの補償金の請求は、親族または本人（成年後見人）のみが 

行うことができます。 

● ご注意 ● 

◎コールセンターは、警察等に緊急連絡先等の情報提供を行います。行方不明者の捜索はしません。 

◎登録者の方が道に迷っている等でなかなか自宅に帰ってこない場合、ご家族等は警察に相談をして 

ください。 

◎コールセンターは 24 時間対応のため、緊急連絡先に夜中に電話がかかってくることもあります。 

◎地域住民からコールセンターに連絡があった場合は、緊急連絡先等の情報提供は行わず、近くの 

 交番に連れていってもらうようご案内します。 

保 護 

コールセンター 

 

警察署 ここはどこ 

かしら？？ 

家に帰れて 
よかった 

ご家族 

登録者 

消防

病院 

問い合わせ 

家族等がお迎え 

１ 

５ 

２ 

 飾区が委託 

徘徊している人が警察等に保護されたとき、持ち物に貼られた「おでかけあんしんシール」記載の

電話番号に電話をかけます。コールセンターは、登録番号から本人や家族等の連絡先を警察等に情

報提供します。警察等は、家族等に連絡し、自宅への帰宅につなげます。 

おでかけあんしん 
シールを貼った方 

本人や 
家族等の情報 

３ 

家族等へ連絡 ４ 

24 時間対応 



 
 

①医師に認知症と診断されている【原則】 
  認知症であることがわかるもの（診断書など）の写しの提出が必要です。 

ただし、要介護認定を受けている場合は、提出不要です。 

  ※要介護認定を受けている場合は、「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡa 以上の方 

②「葛飾区おでかけあんしん事業利用届出書」に記載の 

「おでかけあんしん保険チェックリスト」で該当する項目がある 

葛飾区 高齢者支援課 相談係 

〒124－8555 東京都葛飾区立石５－１３－１ 

℡ ０３－５６５４－８５９７（直通） 

届出窓口 葛飾区役所 福祉総合窓口 ２階２０１番 

東京都葛飾区立石５－１３－１ 

無 料 

お問い合わせ 

こんなときは 廃止の手続き が必要です 

 

 

届出事項 

届出者 対象者のご家族の方など 

対象者の住所・氏名・性別・生年月日・電話番号 

緊急連絡先（原則２人以上）の氏名・住所・続柄・電話番号 

◎緊急連絡先には、対象者が保護された場合は深夜でも電話連絡をすることが 

あります。また、緊急連絡先となっている方同士の連絡のために連絡先を 

伝えることもありますので、緊急連絡先の情報は、事前に緊急連絡先の方の 

同意を得た上で届出してください。 

◎届出事項に変更があった場合は、速やかに届け出てください。 

「葛飾区おでかけあんしん事業利用届出書」を届出窓口に提出して

ください。届出書は区のホームページからダウンロードできます。 

◎届出からコールセンターへの情報登録まで１０日から２週間かかります。 

◆ 区外へ転出したとき 

◆ 長期入院や施設へ入所したとき 

◆ 死亡したとき 

◆ その他必要がなくなったとき 

令和６年４月１日現在 

届出方法 

対象者 葛飾区内に在住かつ在宅で 

認知症により徘徊がある方で、次の①②いずれかに該当する方 

費 用 











































































































































































































































































































  

 

 

     

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

     

 

   

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


